
別紙２

計 （うち死亡） 計 （うち死亡） 計 （うち死亡）

83 93 81 42 40 51 41

建築事業（既設建築物設備工事業を除く） 48 56 48 27 26 29 22

既設建築設備工事業 19 19 17 8 8 11 9

機械装置の組み立て据え付けの事業 4 4 4 1 1 3 3

その他の建設事業 12 14 12 6 5 8 7

110 189 172 68 60 121 112

食料費製造業（たばこ等製造業を除く） 0 0 0 0 0 0 0

繊維工業又は繊維製品製造業 2 2 2 0 0 2 2

化学工業 3 4 4 3 3 1 1

ガラス又はセメント製造業 3 7 7 3 3 4 4

窯業又は土石製品製造業 25 70 65 31 27 39 38

金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く） 2 3 3 0 0 3 3

金属材料品製造業（鋳物業を除く） 2 2 2 1 1 1 1

金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃
物、手工具又は一般金物製造業及びメッキ業を
除く）

5 5 4 2 2 3 2

機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用
機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量
器、光学機械、時計製造業を除く）

13 17 15 4 2 13 13

輸送用機械器具製造業（船舶製造を除く） 10 11 11 4 4 7 7

船舶製造（修理業を含む） 31 53 47 18 16 35 31

上記以外の製造業 14 15 12 2 2 13 10

0 0 0 0 0 0 0

6 6 6 3 3 3 3

1 1 1 1 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0

12 24 17 13 9 11 8

212 313 277 127 113 186 164

石綿ばく露による肺がん、中皮腫労災認定業種別件数（今回公表対象分）

事業場数
認定件数 肺がん 中皮腫

建設業　計

製造業　計

交通運輸業

貨物取扱業

（注）事業場数については、前回公表時「調査中」であったもの、再調査により新たに判明したもの、平成１０年度以前に認定した
　　　もので重複しているもの（１１事業場）については整理した

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

倉庫業、警備業、消毒及び害虫駆除
の事業又はゴルフ場の事業

その他の各種事業

合　　計


